
教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・

子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援

事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部を改正する告示案（概

要）に関する意見募集の結果について 

 

令和６年２月１３日  

こども家庭庁成育局総務課 

 

 

「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ど

も・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針案」について、令和５年１０月３０日から令和５年１１月２８

日まで意見募集をいたしました。 

お寄せいただいた御意見と、御意見に対する当庁の考え方は別紙のとおりで

す。なお、御意見については、本パブリックコメント募集の対象となる事項につ

いてのみ、適宜要約等の上、取りまとめさせていただいております。なお、意見

募集の対象外の御意見につきましては、回答はいたしませんが、お寄せいただい

た御意見に関しましては、今後の参考とさせていただきたいと考えております。  

 皆様の御協力に感謝申し上げるとともに、今後とも、子ども・子育て支援施

策の推進に御協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  



御意見の概要 御意見に対する考え方 

概要３スライド目の「当該事業の提

供が必要であると認められる者に対

して必要な家庭支援事業の利用を勧

奨し、及びその利用ができるよう支

援することとされていること、ま

た、同条第二項の規定に基づき、当

該勧奨及び支援を行っても、なおや

むを得ない事由により当該勧奨及び

支援に係る家庭支援事業を利用する

ことが著しく困難であると認めると

きは、家庭支援事業による支援を提

供することができることを勘案する

こと。」や４スライド目の「なお、

目標事業量の設定に当たっては、児

童福祉法第二十一条の十八に基づ

き、事業の提供が必要であると認め

られる者に対して事業の利用を勧奨

し、及びその利用ができるよう支援

することとされていること、また、

やむを得ない事由により利用の勧奨

及び支援を行っても事業の利用が著

しく困難であると認めるときは、事

業による支援を提供できることに留

意すること。」の意味がわかりにく

い。 

御意見を踏まえ、「家庭支援事業の量

の見込みの推計に当たっては、児童福

祉法第二十一条の十八第一項及び第二

項の規定に基づく利用勧奨及び利用措

置による事業の提供量についても勘案

すること。」と修正しました。 

 


